
                                        

【 第３６回熊本大学定例学長記者懇談会 】 

 

日   時：令和６年７月１０日（水）１４：００～１５：００（予定） 

 

場   所：本部棟1階 大会議室  

 

本学出席者：熊本大学長                               小川 久雄 

       理事（研究・グローバル戦略担当）      大谷 順 

       理事（広報・ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ・行政連携担当）   宮尾 千加子 

 

内     容： 

 

 

 

 

 

１．地域教員希望枠を活用した教員養成大学・学部の機能強化事業について（資料１） 

教育学部長 藤田 豊  

 
２．2023年度 民間からの資金獲得額の2014年度比３倍増達成について（資料２） 

熊本創生推進機構 教授 緒方 智成    

 

３． ポーランドとインドから戦争を考える（資料３） 

 法学部３年生 山口 凌           

 

４． ラーム・エマニュエル駐日米国大使と情報融合学環学生との交流について （資料４） 

 情報融合学環長 城本 啓介            

 情報融合学環１年生 成松 昊璃 

     〃     伊藤 大将 

     〃     永松 優空 

                          
５．その他 
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2023年度 民間からの資金獲得額の2014年度比3倍増達成について

熊本大学
熊本創生推進機構
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■2016年6月2日に閣議決定された「日本再興戦略2016」において、「企業から大学に対す
る投資額を2025 年度までに2014年の水準の３倍にすることを目指す」と示された。

■2016年11月30日にはイノベーション促進産学官対話会議事務局（文部科学省・経済産
業省）により、企業と大学が連携してイノベーションを推進することが重要であり、それを推進
するために、産学官が一体となってイノベーションを生み出すための新たな第一歩として、「産
学官連携による共同研究強化のためのガイドライン」が示された。

■2018年6月15日に閣議決定された「未来投資戦略2018」においてSociety5.0の実現に
向けた様々な取り組みについて述べられている中、KPIとして上記の3倍増が再掲された。

■2020年6月30日には「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン 追補版」によ
り具体的な産学連携の処方箋が示された。

■熊本大学では、2016年以降「日本再興戦略2016」および「未来投資戦略2018」で示さ
れた「民間資金獲得３倍増」の目標に対し、ガイドラインで示されたいくつかの処方箋を取り
入れながら産学連携を強力に進めてきました。

■その結果、2023年度（令和5年度）、2年間前倒しして、民間からの投資3倍増を達成し
ました。

背景と概要
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目標値
（2014年度の3倍）

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

共同研究 326,176 330,202 386,187 512,490 505,059 665,819 596,420 628,932 741,140 863,978

受託研究 19,665 37,574 55,978 83,369 79,056 85,350 121,497 104,401 82,671 239,786

合計 345,841 367,776 442,165 595,859 584,112 751,169 717,917 733,333 823,8111,103,764

※共同研究は学術コンサルティング含む

824

 共同研究・学術コンサルティング・受託研究で民間から得た資金の総額の推移を以下に示した。
 2014年を基準とすると、右肩上がりで、受入れ資金が増加した。
 2023年度、企業から大学等への投資額2014年度比3倍増を達成した。
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3

近年取り組んだ産学連携推進活動
時期 項目 概要

2019年4月1日 共同研究・受託研究における費用算定
方法の見直し

従来、共同研究等の経費算定では研究に用いる物品等の原材料費のみが積算され、
研究者が割く時間や知的貢献への対価、電気代等の積算は容易でなかった。そこで、
研究を実施するために必要となる経費（光熱費・スペース費・教員充当経費）を適
正かつ容易に積算できる算定方法を定めた。

2019年4月1日 共同研究の間接経費率の見直し
（10%⇒30%）

研究実施に必要な環境の維持（例：施設営繕、エアコン、電子ジャーナル等）には、
共同研究等経費の間接経費を充てており、従来は研究費全体の10%としていた。
しかし、実施に使用されている環境維持経費を実際に算定したところ40%を超え
ることが明らかとなった。前述のガイドラインにも適正な間接経費を求めることが
示されたいたことから、間接経費率を直接費の30%に改定した。

2019年4月1日 学術コンサルティング制度の新設

従来の共同研究制度では企業連携には研究の実施が必須であった。しかし、企業か
らは、相談・技術指導・機器測定等の研究を含まない要望が増え多様化していた。
また、共同研究契約の契約手続きには一か月以上要し、緊急を要する要望に応える
ことができなかった。そこで、簡単に申込めて迅速な契約が可能な学術コンサル
ティング制度を制定した。

2019年8月1日 寄附講座・共同研究講座の見直し
企業との大型の連携制度である共同研究講座は2012年から開始していたが、企業
にとって厳しい必要用件が多く、利用が限られていた。そこで、講座の構成要件
（講座所属研究者数と条件）を緩和し、利用性の向上を図った。

2021年4月1日 研究力強化財源活用制度

共同研究、受託研究算定方法の見直しおよび学術コンサルティング制度において、
研究者が提供する知の対価として教員充当経費、コンサル費を経費に計上できるよ
うになったが研究費としてのみ使用可能であった。そこで、これらの経費を教員の
収入や自由な研究費、若手研究者の雇用に転換可能制度を制定した。本制度により、
研究者のエフォートに報いたインセンティブが得られるようにすることで産学連携
活動に対するモチベーション向上を図った。

熊本大学のこれらの産学連携推進の取り組みは、文部科学省が2024年5月に公表した『研究大学における外部リソー
スの更なる獲得に向けた効果的な産学官連携活動等に係る調査分析」の成果報告書』*において、『産学官連携の良
好事例集』に大きく取り上げられており、高く評価されています。

*文部科学省Webサイト https://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/sangaku/mext_00012.html

産学官連携による共同研究強化のためのガイドラインには、産学連携本部機能の強化に加え、知の好循環・
資金の好循環・人材の好循環の機能強化・充実が求められており、熊本大学では、以下の産学連携制度の
制定・見直しを行い、産学連携機能の強化・推進を図りました。
さらに、学長のトップセールスにより企業との連携が強化され、大型の連携に繋がっています。

-6-



0

-7-



29

( )
• P.30~36

• P.37~45

• P.46~58

• P.59~66

• P.67~73

• P.74~85

• P.86~96

• P.97~108

• P.109~120

-8-



30

-9-



31

URA

KSF

KSF

1
-

1

•

•

•

URA

 ( )

9-i

3-ii

• D

• D

1-iii

7-i

8-ii

35p
• D
• D

/

/

• URA
•

/

1
36p

•
•

/

•
• 1

URA 36p
• URA
•

( )

( ) 33p
•

36p
•

3-i

/
/ / /

1 2 3 4
I. 

II. /

1

4

5

9

2

3

7

6

8

3-ii

1-iii

7-i

8-ii

9-i

-10-



32

Note:

2018

2021

2023

2017

2022

( )

1949 ( 24 )

• :
• : 17

– URA : 9

1,281

• : 799,539
• : 2,239,936

(2017) 
(15 )
•

D
D

(2022) 35p

D
(2021) 35p

(2021.04~) 33p

D
(2015~2021)

10% 30%
(2018)

(2023) 35p

: 4

-11-



33

URA

•
•

–
–

•

–
• URA

–

)

) ( 3 1 22 )

/
D

S

•

• D

-12-



34

: D

( )
( )

2022/10 ~ 2026/3 (3 6 )

: 1 (URA) : 11
: 28 (12 : D : 12 : 3 )

×

/3.5

D
D

•

(
-

)

URA

( )

D

:

) 4 ;

-13-



35

D

• " " D
D 1 1

• D D

• I

: D
(1/2)

~

D

• D D

• " " I
•

I

• 1

• ( )

–

D

•
D

– D
•

•
• D

URA
N

-14-



36

URA

D

• D D 12

•
–

URA

• URA
• URA

URA

•

• D
– 3 1

1 ( )
–

• URA
– URA
–

: D
(2/2)

/
D
S

D 12 D

•

~

-15-



-16-



熊本大学法学部3年 山口凌

ポーランドとインドから
戦争を考える

２つの地域

ポーランド
メディカ

インド
マニプール州
ナガランド州
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ポーランド－ウクライナ国境の街

侵攻開始直後の

メディカ
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侵攻開始から１年
メディカはどうなっているのか？

ポーランド

メディカ

ウクライナ

リ ヴィウ

ワルシャワ
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プシェミ シル駅

ウクライナ鉄道の

車両

数日後、

この駅から岸田首相は

ウクライナへ向かった
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侵攻開始直後のメディカ

1年後
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・ 各支援団体の活動資金の不足

・ ト ルコの地震災害など、他の地域への移動

・ ポーランドにおける公的支援の整備

・ 避難者数の減少

国境を越える

義勇兵
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２

インド

マニプール州・ ナガランド州

インド

ニューデリー

バングラデシュ

マニプール

ナガランド
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政府の戦没者遺骨収集派遣

JYMA日本青年遺骨収集団

全国の大学生を主体として組織され

たNPO団体。国内外の政府派遣に学

生を派遣し、国が集中実施期間と定

めている戦没者遺骨収集事業に取り

組んでいる。

-25-



インパール作戦（ 1944年）

補給を度外視した作戦で餓死・ 戦
病死が続出し、少なくとも3万人の
日本兵が戦死した

撤退路は「 白骨街道」 と呼ばれた

コヒマ

インパール

ビシェンプール

31Ｄ

15Ｄ

33D

チンドウィン河

収集活動の様子
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マ二プール州の暴動による影響

・ クキ族とメイテイ族の民族間紛争

・ 昨年度訪問した村の近くでも銃撃戦

・ 200人以上の死者、行方不明者

・ 数千棟の建物が焼失、破壊

・ 地元住民の生活に武器が浸透

・ インパール中心部は鎮静化。しか

し郊外は危険

→活動場所への移動が不可能

・ 遺骨収集事業が一時中断
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最後に

・ 長期化するウクライナ侵攻で、今後も多くの避難民がポーラン
ドへ逃れる恐れがある。一方で、その支援は終わりを迎えつつあ
る。苦しんでいるのはウクライナ国民だけではなく、隣国もまた
然りである。

・ 日本が戦争によって壊滅的な被害をもたらした場所には未だに
多くの戦没者が眠っている。そこで再び紛争が起きた。これ以上
の犠牲を生まないためにも、国際社会の目を向ける必要がある。

ご清聴ありがとう ございました
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